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(57)【要約】
【課題】モバイルデバイスのための、ローカルに存在す
る、コンテキストに応じたユーザインターフェイス（１
００）を提供するための方法を提供すること。
【解決手段】モバイルデバイスは、ネットワークから受
信した情報を自動的に表示（１２０）し、ネットワーク
状態が変化した際に当該デバイス上で設定を更新するこ
とができる。共通機能に容易にアクセスするためのユー
ザインターフェイスは、モバイルデバイスの上での効率
的なナビゲーションを可能にする。さらに、加入者が顧
客サポート番号をダイヤルせずに顧客サポートサービス
にアクセスできるようにするヘルプボタン（１１０）が
提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　明細書に記載の発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本出願は、米国特許仮出願第６０／５４６，６８７号（２００４年２月２０日出願）、
名称「ＣＡＬＬ　ＩＮＴＥＲＣＥＰＴ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　Ｓ
ＥＬＦ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＮＧ　Ｄ
ＡＴＡ　ＳＣＲＥＥＮＳ」、米国特許仮出願第６０／５９０，１５２号（２００４年７月
２１日出願）、名称「ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＳＳＩＳＴＡＮＣＥ，ＭＯＢＩＬ
Ｅ　ＤＥＶＩＣＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ，ＡＮＤ　ＣＡＬＬ　ＩＮＴＥＲＣＥＰＴＯＲ
　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ」、米国特許仮出願第６０／６１１，６０７号
（２００４年９月２１日出願）、名称「ＳＥＣＵＲＥ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　Ｓ
ＯＦＴＷＥＡＲ　ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ，ＨＥＬＰ－ＳＵＰＰＯＲＴ－ＣＡＲＥ　ＩＮＩＴ
ＩＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＡＮＤ　ＳＭＡＲＴ　ＮＥＴＷ
ＯＲＫ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｄ
ＥＶＩＣＥＳ」、および米国特許仮出願第　　　　　　　　　　号（２００５年２月１１
日出願）、名称「ＣＡＬＬ　ＩＮＴＥＲＣＥＰＴ　ＭＥＴＨＯＤＳ，ＳＵＣＨ　ＡＳ　Ｆ
ＯＲ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＬＦ－ＳＵＰＰＯＲＴ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶ
ＩＣＥ」（代理人整理番号４１６５８．８００１）、の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルデバイスに技術サポートを提供する現在の方法は、多くの場合、モバイル設定
、構成、および好みを自身で診断および訂正することを加入者に要求する。これは、多く
の場合、加入者からのかなりの入力を必要とし、ユーザが自身のモバイルデバイス上で技
術的問題を特定および訂正するためにかかる時間における効率を低下させる場合がある。
加入者は、更新されたモバイルデバイス構成または設定を自身のモバイルデバイスから読
み出すために、ネットワークと連絡を取り合うことが必要となる場合がある。これは、ネ
ットワークを輻輳させる場合があり、また正しいモバイルデバイス構成および設定を読み
出すのにかかる時間を増大させる場合がある。場合によっては、モバイルデバイス自体が
加入者にトレーニングを提供しようとすることもある。しかしながら、トレーニングが不
適切なタイミングで提示されることも多くあり、必ずしも設定および構成の問題を解決す
るように加入者をアシストできるわけではない。トレーニングは適切なタイミングで加入
者にトレーニングを促すことはできない。また、自身のモバイルデバイス上で動作するア
プリケーションを初めて使用しようとしている加入者は、初めての使用のためのトレーニ
ングがないことによって不満を抱く場合がある。
【０００３】
　顧客サポート機能へのアクセスに関しても問題が存在する。例えば、加入者は、顧客サ
ポートにアクセスするために顧客サポート番号をダイヤルすることを必要とする場合があ
る。これは、多くの場合、加入者がある顧客サポート番号（例えば、「６１１」）を覚え
ること、および顧客サポート電話が繋がるまで加入者が長時間待つことを必要とする。さ
らに、顧客サポートソリューションは、ネットワークから読み出されることを必要とする
場合があり、ネットワークを輻輳させ、顧客サポートソリューションを受信するためにか
かる時間が増大する場合がある。
【０００４】
　モバイルデバイス上の画面ナビゲートに関連する問題も存在する。加入者は一般に、タ
ッチスクリーンを使用して画面をナビゲートしようとする場合がある。タッチスクリーン
の使用には、多くの場合、かなりのスクロールと多数のキーストローク押下が必要となる
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。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書で提供した見出しは便宜上のみのものであり、請求の範囲に記載されている発
明の範囲または意味に必ずしも影響を与えるものではない。
【０００６】
　図面において、同一の参照番号および頭字語は、理解を容易にするためおよび便宜上、
同一または同様の機能性と同一の要素または作用であるとする。いかなる要素または作用
の考察も容易に識別するために、参照番号において最も重要な数字は、当該要素が最初に
記載される図番である（例えば、要素６０４は図６を参照して最初に記載および考察され
る）。
【０００７】
　この開示の一部は、著作権の請求がなされている資料を含む。著作権所有者は、特許商
標庁のファイルまたは記録にあるように、いかなる人物による特許文書または特許開示（
図を含む）の複製に対しても異議を有さないが、著作権所有者はその他すべての著作権を
保有する。
　例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　ワイヤレスネットワークと通信を交換するための携帯型ワイヤレス通信装置であって、
　表示画面と、
　４方向ジョイスティックまたはキーパッドを含む少なくとも１つの入力デバイスと、
　ラジオと、
　メモリと、
　該表示画面、入力デバイス、ラジオ、およびメモリと連結されたプロセッサであって、
　　該ワイヤレスネットワークから自動的に情報を収集し、
　　該収集された情報を該表示画面上に自動的に表示し、
　　該ワイヤレスネットワークから自動的に追加情報を収集し、
　　該表示の更新を要求するユーザからの入力なしに、該表示画面上の該表示を該収集さ
れた追加情報により自動的に更新し、
　　該ワイヤレス通信装置上で実行される少なくとも１つのアプリケーションの機能に関
連する複数のアイコンまたはコマンドであって、該表示画面上に横列または縦列で表示さ
れる複数のアイコンまたはコマンドを表示し、
　　該４方向ジョイスティックまたはキーパッドのユーザ作動および選択に応答して、該
複数のアイコンまたはコマンドのうちの１つをハイライトし、および選択し、
　　該複数のアイコンまたはコマンドのうちの該選択された１つに関連する機能を実行す
るようにプログラムされた、プロセッサと、
　を備える装置であって、
　該ワイヤレス通信装置は、該ユーザが入力ボタンを作動させた場合に顧客サポート呼び
出し電話またはローカルヘルプ機能を開始するための、該プロセッサと連結された入力ボ
タンを含む、装置。
（項目２）
　前記４方向ジョイスティックまたはキーパッドは前記選択を生成するための関連する選
択ボタンを含み、前記複数のアイコンまたはコマンドは前記プロセッサによって実行され
る電子メール、電子メッセージまたはスケジュール管理アプリケーションによって実行さ
れる機能と関連し、
　前記収集された追加情報は、ローカルおよびホーム位置の現在時刻、新規ワイヤレスネ
ットワークにアクセスする場合の新規ネットワークサービスプロバイダの名称、新規ワイ
ヤレスネットワークにアクセスする場合の一部の機能性の喪失、ワイヤレスサービスプラ
ン残高、一部のワイヤレスサービスコンポーネントの有効期限、ワイヤレスサービスの使
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用済み時間の分数、ワイヤレスサービスの残存時間の分数、送信されたＳＭＳメッセージ
の数、もしくは該ワイヤレスサービスプランのもとで許容されるまたは残存するＳＭＳメ
ッセージの数、のうちの少なくとも２つを含む、項目１に記載の装置。
（項目３）
　前記プロセッサと連結された、自動データ収集デバイス、バイオメトリクス読み取り装
置、またはメディア出力デバイスをさらに備える、項目１に記載の装置。
（項目４）
　前記収集された追加情報は、ローカルおよびホーム位置の現在時刻、新規ワイヤレスネ
ットワークにアクセスする場合の新規ネットワークサービスプロバイダの名称、新規ワイ
ヤレスネットワークにアクセスする場合の一部の機能性の喪失、ワイヤレスサービスプラ
ン残高、一部のワイヤレスサービスコンポーネントの有効期限、ワイヤレスサービスの使
用済み時間の分数、ワイヤレスサービスの残存時間の分数、送信されたＳＭＳメッセージ
の数、もしくは前記ワイヤレスサービスプランのもとで許容されるまたは残存するＳＭＳ
メッセージの数、のうちの少なくとも２つを含む、項目１に記載の装置。
（項目５）
　前記４方向ジョイスティックまたはキーパッドは、前記選択を生成するための関連する
選択ボタンを含み、前記複数のアイコンまたはコマンドは、前記プロセッサによって実行
される電子メール、電子メッセージ、文書処理、表計算、数値計算、連絡、またはスケジ
ュール管理アプリケーションによって実行される機能と関連する、項目１に記載の装置。
（項目６）
　前記プロセッサは、
　新規データ画面を表示し、
　以前に選択された前記複数のアイコンまたはコマンドのうちの前記１つを自動的にハイ
ライトし、
　前記複数のアイコンまたはコマンドのうちの特定の１つがハイライトされると、前記４
方向ジョイスティックまたはキーパッド上の選択ボタンまたはスイッチが、前記４方向ジ
ョイスティックまたはキーパッドの中央のアクションボタンと同等の機能を有するように
一時的に再構成される、
　ようにさらにプログラムされる、項目１に記載の装置。
（項目７）
　前記入力ボタンは、前記ワイヤレス通信装置上の専用ボタンであるか、または、前記ユ
ーザがデュアル機能キーパッドボタンを作動させ続けた場合に前記顧客サポート呼び出し
電話またはローカルヘルプ機能を開始するデュアル機能キーパッドボタンである、項目１
に記載の装置。
（項目８）
　モバイルデバイス上でデータ画面をナビゲートするための方法であって、
　表示された画面に関連する特定の機能を実行するためのデータおよび複数の表示された
要素を含む、一連の画面のうちの、第１の画面を表示するステップと、
　該複数の表示された要素のうちの１つを示すユーザ入力を受信するステップと、
　該１つの示された要素に対応する機能を実行するために、該１つの示された要素を選択
するステップと、
　該１つの示された要素に対応する該機能を実行するステップと、
　該機能を実行した後に、該一連の画面のうちの、次の画面を表示するステップと、
　該第１の画面において示され選択された該１つの要素を、該次の画面の中に、選択のた
めに示すステップと、
　を包含する方法。
（項目９）
　前記示すステップは、選択のために前記１つの要素を示すために、特色のある色を使用
するステップを含む、項目８に記載の方法。
（項目１０）
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　ナビゲートおよび複数の機能の選択のために、モバイルデバイス表示が提供することを
可能にするための表示記述を格納するコンピュータ可読媒体であって、
　該表示は、
　データを表示する第１の画面部分と、
　該表示されたデータに関連する特定の機能を実行するための複数の要素を有するアクシ
ョンリボンを表示する第２の画面部分であって、装置上の少なくとも１つの入力デバイス
からナビゲーションコマンドを受信するステップは、ユーザが該第２の画面部分の該アク
ションリボン内にある領域にナビゲートする場合には該ナビゲーションコマンドを実行す
ること、および、ユーザが該第２の画面部分の該アクションリボン内でなく、該第１の画
面部分内にある領域を選択する場合には前記ナビゲーションコマンドを無効にすること、
を可能とする第２の画面部分と、
　を備える、
　コンピュータ可読媒体。
（項目１１）
　表示の特定の強度は前記第２の画面部分の前記アクションリボン内にある選択された領
域を示し、前記アクションリボン内にある選択された領域は複数の機能を実行することが
できる、項目１０に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目１２）
　前記アクションリボンは、前記装置上で動作する電子メール、電子メッセージ、文書処
理、表計算、数値計算、連絡、またはスケジュール管理アプリケーションによって実行さ
れる、異なる機能にそれぞれ関連する複数のアイコンを含む、項目１０に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
（項目１３）
　前記第２の画面部分は前記第１の画面部分にオーバーレイされる、項目１０に記載のコ
ンピュータ可読媒体。
（項目１４）
　ワイヤレス通信サービスまたはワイヤレスモバイルデバイスの操作に関連する顧客サポ
ート機能にユーザがアクセスすることを可能にするための装置であって、
　ユーザ選択のための該モバイルデバイス上のボタン手段と、
　該ボタン手段のユーザ選択を受信するための手段であって、該選択は該ボタン手段がど
のように機能するかに基づく特定の様式で発生する、受信するための手段と、
　該ユーザ選択に応答して、該モバイルデバイスに対しておよび該モバイルデバイス上で
の実行のためのユーザ選択に対して、顧客サポート機能の指示を表示するための手段と、
　を備える装置。
（項目１５）
　前記ボタン手段は、前記モバイルデバイス上の特殊用途ボタンである、項目１４に記載
の装置。
（項目１６）
　前記ボタン手段は、前記モバイルデバイス上のデュアルパーパス特殊ボタンを含む、項
目１４に記載の装置。
（項目１７）
　前記ボタン手段は、前記モバイルデバイス上のデュアルパーパス共通ボタンを含み、前
記受信するための手段は、該デュアルパーパス共通ボタンの押下および維持を検出するこ
とによって前記顧客サポート機能の指示を開始するために、該デュアルパーパス共通ボタ
ンの該ユーザ選択を受信するための手段を含む、項目１４に記載の装置。
（項目１８）
　前記ボタン手段は、前記モバイルデバイス上のデュアルパーパス共通ボタンを含む、項
目１４に記載の装置。
（項目１９）
　前記ボタン手段は、前記モバイルデバイス上のデュアルパーパス共通ボタンを含み、該
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共通ボタンの作動は顧客サポート機能の指示を含むメニュー表示を起動する、項目１４に
記載の装置。
（項目２０）
　前記表示するための手段は、前記モバイルデバイス上に、前記モバイルデバイスに対す
る顧客サポート機能を識別するメニューを表示するための手段を含む、項目１４に記載の
装置。
（項目２１）
　自身のコンテンツが少なくとも１つの通信モバイルデバイスをして、該モバイルデバイ
スに対して自動ネットワークアクセス構成を提供するための方法を実行させる、コンピュ
ータ可読媒体であって、
　該方法は、
　該モバイルデバイスを使用してネットワークにアクセスするステップと、
　該モバイルデバイスにおいて、および該ネットワークから、該ネットワーク上でのワイ
ヤレス信号の伝送に関連する通信事業者識別を受信するステップと、
　該通信モバイルデバイス上のデータベース内にローカルに格納されている、該通信事業
者識別に基づく該ネットワークのためのアクセス構成設定を、調べるステップと、
　該ローカルに格納されているアクセス構成設定を使用して、該ネットワーク上での通信
のために、該通信モバイルデバイスを自動的に構成するステップと、
　を包含する、
　コンピュータ可読媒体。
（項目２２）
　前記受信するステップは、前記通信事業者識別に関連して、国別コードと、通信事業者
識別子と、セルタワー識別子とを受信するステップを含む、項目２１に記載のコンピュー
タ可読媒体。
（項目２３）
　前記調べるステップは、前記ローカルデータベースが前記アクセス構成設定を欠いてい
ることを判定するステップと、前記通信モバイルデバイスの前記データベース内の格納の
ために、前記ネットワークから新規アクセス構成設定にアクセスするステップとを含む、
項目２１に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目２４）
　前記コンピュータ可読媒体は、前記モバイルデバイスのメモリである、項目２１に記載
のコンピュータ可読媒体。
（項目２５）
　前記コンピュータ可読媒体は、前記コンテンツを受信するネットワーク内の論理ノード
である、項目２１に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目２６）
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読ディスクである、項目２１に記載のコ
ンピュータ可読媒体。
（項目２７）
　前記コンピュータ可読媒体は、前記コンテンツを含む生成されたデータ信号を運ぶデー
タ伝送媒体である、項目２１に記載のコンピュータ可読媒体。
（項目２８）
　モバイル通信デバイス上に情報を自動的に表示するための方法であって、該モバイル通
信デバイスは、ワイヤレス加入者情報にアクセスできるサーバと連結されているワイヤレ
スネットワークと通信を交換し、
　該方法は、
　ワイヤレス信号強度およびネットワーク状態ではない、それらに追加される情報を、該
ワイヤレスネットワークから自動的に収集するステップと、
　該収集された情報が、該モバイル通信デバイスに関連するワイヤレス加入者によって容
易に気づかれ得るように、該収集された情報を該モバイル通信デバイスに自動的に提供す
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るステップと、
　該ワイヤレス加入者のアカウントに関連する情報を含む追加情報を、該ワイヤレスネッ
トワークから自動的に収集するステップと、
　該追加情報が、該追加情報を要求する該ワイヤレス加入者からの入力なしに、該ワイヤ
レス加入者によって容易に気づかれ得るように、該追加情報を該モバイル通信デバイスに
自動的に提供するステップと、
　を包含する方法。
（項目２９）
　前記追加情報を自動的に収集する前記ステップの前に、顧客サービス番号に呼び出し電
話をかけるために、前記ワイヤレス加入者からの入力を受信するステップをさらに包含す
る、項目２８に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】電話傍受方法、顧客セルフサポート、およびその他の機能に様々なユーザインタ
ーフェイスを介してアクセスできるモバイルデバイスを説明する概略図である。
【図２】電話傍受方法および顧客セルフサポートを実装するためのシステムアーキテクチ
ャを説明する概略図である。
【図３】モバイルデバイス上の表示要素を変更するためのルーチンを説明する流れ図であ
る。
【図４】背景画像上への、または特定モードの間に画面上に動的に層になったスーパーイ
ンポーズ商標設定、もしくは、複数のタイムゾーンを表示することを可能にする、モバイ
ルデバイス画面機能を説明する図である。
【図５Ａ】モバイルデバイスがユーザインターフェイス機能の動的リストを表示できるよ
うにする、モバイル画面機能を説明する図である。
【図５Ｂ】モバイルデバイスが、あるイベントを受けて通知ウィンドウ枠を表示できるよ
うにする、モバイルデバイス画面機能を説明する図である。
【図６】図６Ａ～図６Ｃは、３つの異なる加入者グループに対する３つの異なるレベルの
表示画面を説明している。
【図７】図７Ａ～図７Ｃは、モバイルデバイスアプリケーションがどのようにして加入者
のモバイルデバイスにおけるローミングを自動的に検出および補正できるかを説明する表
示画面である。
【図８】ネットワーク変更についての加入者へのプロアクティブ通知メッセージを説明す
る、モバイルデバイス表示画面である。
【図９】接続されているネットワークＩＤに基づいて、ネットワークアクセス構成を自動
的に選択する方法を説明する流れ図である。
【図１０】モバイルデバイスがデータ画面をナビゲートするためのアクションリボンを表
示できるようにする、モバイルデバイス画面機能を説明する図である。
【図１１】内蔵型顧客ケアボタンを有するモバイルハンドセットを説明する図である。
【図１２】（記載なし）
【図１３】（記載なし）
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（詳細な説明）
　様々な実施形態を参照して、本発明を説明する。以下の説明は、本発明のこれらの実施
形態についての十分な理解、および実施可能要件のための具体的な詳細を提供するもので
ある。しかしながら、当業者であれば、本発明がこれらの詳細がなくとも実践できること
を理解するであろう。別の例において、本発明の実施形態の説明を不必要に分かりにくく
するのを回避するため、公知の構造および機能は詳細に図示または記載されていない。
【００１０】
　以下に提示する明細書中で使用されている専門用語は、本発明のある特定の実施形態の
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詳細な説明と併せて使用される場合であっても、最も広範で合理的な方式で解釈されるこ
とが意図されている。以下において、特定の用語が重視されている場合もあるが、任意の
制限された方式で解釈されることを意図されているいかなる専門用語もこの詳細な説明の
項で、そのように、公然かつ具体的に定義される。
【００１１】
　（適合するシステム）
　図１は、本発明のいくつかの実施形態によるユーザインターフェイスが実装できるモバ
イルデバイス１００を説明している。受信機／復調機１０４はアンテナ１０２を経由して
伝送された信号を受信し、伝送された元の信号を再構成する。伝送された信号は、デコー
ダ１０８、プロセッサ１１２、およびＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）１１４からなる
マイクロコントローラ１０６へ送信される。デコーダ１０８は信号を意味のあるデータに
翻訳し、その他のデバイスにインターフェイスで接続する。デコードされたデータは、加
入者入力１１０とともにプロセッサ１１２へ送信される。またモバイルデバイスは、自動
ＲＦＩＤタグ（無線ＩＣタグ）リーダ、磁気カードリーダ、バーコードリーダなどを含む
場合がある、プロセッサ１１２にリンクされた自動データ収集１２０ユニット等、任意の
コンポーネントを含んでもよい。追加で、または代替として、モバイルデバイスは、バイ
オメトリクス読み取り装置（例えば、親指指紋リーダ、音声指紋認識機能等）および／ま
たはメディア出力デバイス（例えば、ＭＰ３プレーヤー、テレビチューナー／プレーヤー
等）１２０を含んでもよい。モバイルデバイスはまた、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）
１２２を含んでもよい。プロセッサ１１２の出力は、プログラム可能な不揮発性メモリ１
１６またはＲＡＭメモリ１１８に格納することができる。
【００１２】
　図２は、以下に説明するユーザインターフェイス方法によってアクセスまたは楽しむこ
とができる、電話傍受方法および顧客セルフサポートを実装するためのシステムアーキテ
クチャを説明している。システムアーキテクチャは、ハンドセットベースのサービス２０
０、モバイルデバイス１００、およびネットワークベースのサービス２０４という３つの
コンポーネントを含む。図１および本明細書における考察は、本発明を実装可能な適合す
る通信、またはコンピューティング環境の簡潔な概要を提供する。必要ではないが、モバ
イルデバイス、サーバコンピュータ、またはパーソナルコンピュータなどの汎用コンピュ
ータによって実行されるルーチンなど、コンピュータで実行可能な命令の一般的なコンテ
キストに、本発明の側面を記載する。当業者であれば、本発明はその他の通信、データ処
理、もしくはインターネットアプライアンス、ハンドヘルドデバイス（携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）を含む）、ウェアラブルコンピュータ、すべての方式のセルラーまたは携帯電話、
マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラム可能な家電、セ
ットトップボックス、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュー
タなどを含むコンピュータシステム構成で実践できることを十分に理解するであろう。実
際に、「コンピュータ」「ホスト」「ホストコンピュータ」「モバイルデバイス」「ハン
ドセット」という用語は、本明細書では概して同義的に使用されており、任意のデータプ
ロセッサに加えて上記のデバイスおよびシステムのうちのいずれかを意味する。
【００１３】
　本発明の局面は、本明細書で詳細に説明した、コンピュータで実行可能な命令の１つ以
上を実行するために具体的にプログラムされる、設定される、または構成される特定用途
のコンピュータデバイスまたはデータプロセッサにおいて具現化され得る。本発明の局面
は、タスクまたはモジュールがローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネ
ットワーク（ＷＡＮ）、またはインターネットなどの通信ネットワークによってリンクさ
れているリモート処理デバイスによって実行される分散型コンピューティング環境におい
て実践される場合もある。分散型コンピューティング環境では、プログラムモジュールは
ローカルおよびリモート両方のメモリストレージデバイスにあってよい。
【００１４】
　本発明の局面は、磁気的または光学的に可読であるコンピュータディスク、ハードウェ
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アに組み込まれている、またはあらかじめプログラムされたチップ（例えば、ＥＥＰＲＯ
Ｍ半導体チップ）、ナノテクノロジーメモリ、生物学的メモリ、またはその他のデータス
トレージメディアを含むコンピュータ可読媒体に格納または配信される場合がある。実際
に、命令、データ構造、画面表示、およびその他のデータを本発明の側面のもとに実装し
たコンピュータは、インターネットまたはその他のネットワーク（ワイヤレスネットワー
クを含む）上で、伝播媒体上の伝播信号（例えば、電磁波、音波等）にある期間にわたっ
て配信されてもよいし、またはいずれのアナログまたはデジタルネットワーク（パケット
交換、回線交換、またはその他のスキーム）上に提供されてもよい。当業者であれば、本
発明の一部がサーバコンピュータに存在し、一方で対応する部分がモバイルまたは携帯型
デバイスなどのクライアントコンピュータに存在し、したがって、特定のハードウェアプ
ラットフォームが本明細書において記載されているが、本発明の局面はネットワーク上の
ノードにも同様に適用できることを認識するであろう。
【００１５】
　ハンドセットベースのサービス２００は、実行可能なソフトウェア、ソフトウェア構成
、ハードウェア構成および制御、ならびにハンドセットオペレーティングシステムインタ
ーフェイスを含んでよい。本明細書で開示されているように、実行可能なソフトウェアは
、モバイルデバイスまたは関連のメモリデバイスに格納され、いずれも恒久的または一時
的にハードウェアまたはワイヤレス接続性によって接続された、いかなるソフトウェアプ
ログラムを含んでもよいが、これらに限定されない。モバイルデバイス１００は、認証シ
ステム２０８（例えば、ＳＩＭによる）、ハードウェアインターフェイス２１０、レポー
トシステム２１２、スクリプトインターフェイス２１４、スクリプトプラットフォーム２
１６、データ２１８、およびスクリプト２２０を含んでよい。ネットワークベースのサー
ビス２０４は、ネットワーク２０６、モバイルネットワークサービス２２２、モバイルネ
ットワークオペレータ顧客サービスシステム２２４、ホスト情報管理システム２２６、更
新されたスクリプト２２８、およびレポートデータ２３０を含んでよい。モバイルデバイ
ス１００およびネットワークベースのサービス２０４のコンポーネントについて、以下で
説明する。
【００１６】
　モバイルデバイス１００内のコンポーネントにより、当該デバイスはハンドセットベー
スのサービス２００とネットワークベースのサービス２０４の両方を統合することができ
る。認証システム２０８は、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）カードベースまたはスタン
ドアロンの認証を実装して、望ましいレベルのセキュリティのためのネットワーク要件を
満たすことができる。ネットワーク要件を満たすためにシステムを認証することは必要で
はないが、多くの場合に推奨される。
【００１７】
　ハードウェアインターフェイス２１０は、ネットワークまたは電話ベースの顧客サポー
トサービスとインターフェイスで接続するのに必要なハードウェアインターフェイス要素
を読み出すことができる。ハードウェアインターフェイス要素の例としては、ボリューム
変更、周波数変更、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）ＩＤ読み出し、ＳＩＭまたは無線ハ
ードウェアからの接続状態などが挙げられる。レポートシステム２１２は、モバイルデバ
イスによって報告されたデータを収集し、ネットワーク２０６へ転送することができる。
レポートシステム２１２は、セキュリティを強化するためにハンドセット識別情報を暗号
化することもできる。ホスト情報管理システム２２６だけがハンドセット識別情報を解読
できるように情報をエンコードしてもよい。
【００１８】
　スクリプトインターフェイス２１４は、顧客サポートサービスのための標準アプリケー
ションプログラミングインターフェイスとしての役割を果たす。より具体的には、スクリ
プトインターフェイス２１４は、スクリプト２２０と様々なハードウェア固有かつ実行可
能な、プログラム固有の機能との間にインターフェイスを提供する。スクリプトインター
フェイス２１４によって、単一の顧客サービススクリプトを複数のオペレーティングシス
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テムおよびハードウェア構成にわたって配備することができる。さらに、スクリプトイン
ターフェイス２１４は、ハードウェア／ＯＳ側およびスクリプトインターフェイス両方の
ための標準ＡＰＩ（アプリケーションプログラミングインターフェイス）を含む。
【００１９】
　スクリプトプラットフォーム２１６は、情報を取得するため、電話機の設定を変更また
は訂正するため、および以下で説明するようなさらなる機能を実行するために、スクリプ
トインターフェイスを介して通話をうまく組み合わせることができる。スクリプトプラッ
トフォーム２１６は、すべてのスクリプト２２０を認証、起動、および更新し、更新およ
び変更のレポートを管理し、ホスト情報管理システム２２６と通信を行い、ＧＵＩ（グラ
フィカルユーザインターフェイス）と通信を行い、ならびに顧客調査およびインタビュー
を管理する。ホスト情報管理システム２２６は、ＵＳＳＤ（Ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　
Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄａｔａ；非構造付加サービスデータ
）、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）、ＩＰ（インターネットプロトコル）、また
はモバイルデバイスがサポートするその他任意のネットワーク接続性を介してスクリプト
プラットフォーム２１６に通知をプッシュすることができる。スクリプトプラットフォー
ム２１６は認証後にスクリプト２２０を起動することができ、スクリプト２２０はネット
ワーク２０６または電話機に対して認証され得る。
【００２０】
　ネットワークベースのサービス２０４内のコンポーネントにより、モバイルデバイス１
００はネットワーク２０６と通信を行い、そこからデータを読み出すことができる。ネッ
トワークベースのサービス２０４は、有線および無線システムを含んでよい。モバイルネ
ットワークサービス２２２は、ビリング、ＣＲＭ（カスタマーリレーションシップマネジ
メント）、プロビジョニングなどを含む１つ以上のシステムからなってもよい。さらに、
モバイルネットワークサービス２２２は、標準ネットワークプロトコル（ＩＰ、ＤＴＭＰ
（Ｄｕａｌ－Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；デュアルトーンマルチ周波数
）、ＳＭＳ、ＵＳＳＤ等）を介して、モバイルデバイスによって作られたデータコールを
返すことができる。
【００２１】
　モバイルネットワークオペレータ顧客サービスシステム２２４は、ビリング、ＣＲＭ、
プロビジョニングなどを含む、顧客サービスに関連する１つ以上のシステムからなっても
よい。ホスト情報管理システム２２６はモバイルデバイスとホストコンピュータサポート
システムとの間の対話を制御する。ホスト情報管理システム２２６は、モバイルデバイス
に更新を伝送することができる。モバイルデバイスは一般に、独自のＩＤまたはシリアル
番号、および携帯電話番号を用いる。レポートデータ２３０は、モバイルデバイスから集
めたレポート情報のためのストレージを提供する。更新されたスクリプト２２８は、ホス
トコンピュータサポートシステムがモバイルデバイスに提供するスクリプトからなる。更
新されたスクリプト２２８は、ホスト情報管理システム２２６の要求どおりに管理および
バージョンを変更することができ、特定の加入者または加入者グループをターゲットにす
ることができ、またレポートおよび顧客インタビュー調査の要求を含むことができる。顧
客セルフサポートに関するさらなる詳細は、本願と同一の出願人に譲渡され、同時に提出
されたＰＣＴ特許出願第＿＿＿号、名称「Ｃａｌｌ　Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ，ｓｕｃｈ　ａｓ　ｆｏｒ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓｅｌｆ－Ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｎ　ａ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ」に見ることができる。
【００２２】
　（代表的なユーザインターフェイス表示および技術）
　始めに図３を参照して、ユーザが容易に望ましい機能にアクセスし情報を受信できるよ
うにする様々な代表的ユーザインターフェイス表示および技術を説明する。ブロック３０
１から開始し、モバイルデバイスはユーザのために以下に説明するようなユーザインター
フェイスを表示する。ブロック３０２において、モバイルデバイスはユーザ入力が受信さ
れたか否かを判定し、受信されていた場合は、望ましいまたは選択された操作を実行する
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（ブロック３０３）。望ましい操作は、別のユーザインターフェイスにも同様に表示でき
る。
【００２３】
　加入者がモバイルデバイス上の表示外観を変更するためのオプションを選択した場合（
ブロック３０４）、モバイルデバイスは加入者に、ディスプレイの外観（例えば、商標、
シェーディングレイヤ、複数のタイムゾーン、モバイルデバイスの状態、ネットワークの
状態等）を変更するためのオプションを提供する（ブロック３０５）。これはデバイスの
ユーザ設定を容易にするための一例であり、その他多くが可能である。
【００２４】
　モバイルデバイスは、新規のまたは更新された情報が当該モバイルデバイスで利用可能
か否かを確認することもできる（ブロック３０６）。情報とは例えば、スクリプトまたは
ネットワークからモバイルデバイスへダウンロード可能なその他のソフトウェア実行ファ
イルを意味する。新規の情報が利用可能である場合、モバイルデバイスは当該情報をダウ
ンロードおよびインストールする（ブロック３０８）。新規の情報が利用可能でない場合
、電話機はダイヤルされた番号の受信および処理を再度続行する。
【００２５】
　モバイルデバイス上の表示外観の変更は、下記のように、モバイルデバイスの壁紙上で
のスーパーインポーズ商標設定、モバイルデバイスが新規タイムゾーンへの遷移を認識し
た場合の２つのタイムゾーン表示などを含むことができる。例えば、顧客ケアへのアクセ
スを受けて、モバイルデバイスは、例えば「お客さまサービスセンターへようこそ。ただ
いまの平均待ち時間は５分です。早急な問題の解決または質問への回答へのヘルプをご希
望の場合は、以下の画面をご覧ください」と示した画面の上端にわたってティッカーを表
示することができる。メッセージは、コールセンターに接続するための待ち時間に関連す
るものであってもよいし、質問をローカルに解決するために画面のボタン部分を見るよう
加入者に指示するものであっても、その他であってもよい。また、モバイルデバイスは、
電話機状態、ネットワーク状態、コールセンターへの接続にかかる待ち時間などに関する
動的情報を表示することができる。図４は、背景画像上へのスーパーインポーズ商標設定
および複数のタイムゾーンを表示することを可能にするモバイルデバイス画面機能を説明
する図である。加入者またはネットワークサービスプロバイダは、画面４０２内に位置す
るモバイルデバイスディスプレイ４０４に、連続的またはあるモード（例えば、スリープ
モード）の間だけ、動的にスーパーインポーズ商標設定４０６することができる。モバイ
ルデバイスは、モバイルデバイスが画面４０２の上端に示されているような新規タイムゾ
ーンへの遷移を認識した際など、場合によっては複数のタイムゾーン４０８を表示するこ
ともできる。
【００２６】
　概して、図４およびその他の図の画面表示は、電話機またはコンピュータの画面、また
はウェブページ、もしくは本明細書で説明する一定のタスクを実行するためのその他のイ
ンターフェイスを表す。図を参照してユーザに情報を表示する、またはユーザから入力を
受信する、ある手法を示して説明しているが、当業者であればその他様々な代替を用いる
ことができることを認識するであろう。画面は、入力データを受信し出力データを表示す
るための設備を提供し、記入するフィールドを持つ書式、メニュー選択、いくつかのオプ
ションのうち１つ以上を選択できるようにするプルダウンメニューまたはエントリ、ボタ
ン、スライダ、ハイパーテキストリンクもしくはユーザ入力を受信するためのその他公知
のユーザインターフェイスツールを含むことができる。「スクリーン」「ウェブページ」
および「ページ」という用語は、本明細書においては概して同義的に使用される。
【００２７】
　画面は、表示記述、グラフィカルユーザインターフェイス、またはコンピュータ画面上
に情報を描写するためのその他の方法（例えば、コマンド、リンク、フォント、色、レイ
アウト、サイズおよび相対位置等）として格納されることができ、ここでページに表示さ
れるレイアウトおよび情報またはコンテンツはデータベースに格納されている。一般的に
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、「リンク」は、ネットワーク上にサイトまたはノードを有する機関によって提供される
表示記述など、ネットワーク上でリソースを識別する任意のリソースロケータを意味する
。「表示記述」は、本明細書で一般的に使用される場合、電子メールまたは文字／コード
ベースの形式、アルゴリズムベースの形式（例えば、生成されたベクトル）、フラッシュ
形式、もしくはマトリクスまたはビットマップ形式などのその他の形式に加えて、上記い
ずれかの形式でコンピュータ画面上に情報を自動的に表示する任意の方法を意味する。
【００２８】
　図５Ａは、モバイルデバイスがユーザインターフェイス機能の動的リストを表示できる
ようにするモバイルデバイス画面機能を説明している。モバイルデバイス１００は、画面
４０２内に位置するモバイルデバイスディスプレイ４０４上に一連のユーザインターフェ
イス機能またはアイコン５０１を表示することができる。ユーザインターフェイス機能５
０１は、着信音、着信履歴、カメラ、モバイルデバイス設定などに関連する機能を含むこ
とができる。特定のユーザインターフェイス機能（例えば、カメラ）を選択することによ
り、加入者が当該特定の機能に関連するオプションにアクセスできるようにする新規画面
を表示することができる。また、ユーザがモバイルデバイス上のボタンに触れると、デバ
イスは画面４０２に示されるアイコン５０１のフルセットを表示することができる。ある
いは、モバイルデバイス上のソフトウェアは、ユーザがスクロールダウンしようとする際
に画面の下端にあるアイコンなど、少数のアイコンのみを示すことができる。
【００２９】
　図５Ｂは、モバイルデバイス１００があるイベントを受けてオーバーレイウィンドウ枠
５０４を表示できるようにするモバイルデバイス画面機能を説明している。新規電子メー
ルまたはＳＭＳ（ショートメッセージサービス）などのあるイベントは、ウィンドウ枠５
０４を起動または表示させることができる。ウィンドウ枠５０４によって、加入者は新規
の情報を見ることができ、情報を背景よりも目立たせることができる。ハイライト、また
はカラーシェーディングは、ウィンドウ枠５０４を背景よりも目立たせるために使用する
ことができる。
【００３０】
　（自動データ表示およびデバイス構成）
　サービスプロバイダは異なる加入者グループに対するサービスレベルを提供することが
できる。例えば、図６Ａ、図６Ｂ、および図６Ｃは、基本顧客、単位あたりの平均収入が
高い（ｈｉｇｈ　ａｖｅｒａｇｅ　ｒｅｖｅｎｕｅ　ｐｅｒ　ｕｎｉｔ；ＡＲＰＵ）顧客
、および企業顧客に提供される表示画面の例をそれぞれ示す。図６Ａの例では、サービス
プロバイダは、加入者に提供される経験を制御することができる。図６Ａの画面の上部６
０２に示すように、ユーザ名「Ｍａｒｉｅ　Ｐａｓｃａｌ」および関連する電話番号が、
当該ユーザの現在の残高、購入した分数の有効期限、前回分数が追加された日付、使用済
みの分数、および使用済みのメッセージ数など、当該ユーザのワイヤレスサービスの一部
のコンポーネントとともに表示されている。下部６０４は、サービスプロバイダからオフ
ァリングを購入する機会に加えて、現在の分数の追加、ゲームまたはその他の望ましい加
入者機能（着信音など）へのアクセス、一連のヘルプオプションへのエントリポイントな
ど、加入者が実行を希望できるいくつかの共通機能を提供する。
【００３１】
　中間レベルのサービス（図６Ｂに描写）として、サービスプロバイダは、統合されたベ
ンダーサポートでプレミアムサービスアクセスを提供することによって高ＡＲＰＵ加入者
経験を高めることができる。折り返し電話は顧客サービスコールセンターで予定すること
ができ、いかなるサービス電話も自動的にプレミアムサポートグループまたは任意のキュ
ーの先頭へ送ることができる。上部画面部分６０６は使用および許可された音声の分数、
ＳＭＳメッセージ、およびデータのキロバイトを示す図を表しており、一方、下部６０８
は、プレミアム加入者のための次のイベントを見るためだけでなく、そのようなプレミア
ム加入者が自身の請求記録にアクセスし、プレミアム顧客サポート係に自動的に話しかけ
、接客サービスにアクセスするためのオプションを表している。
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【００３２】
　図６Ｃは、企業顧客がカスタマイズされたオファリングを有することを可能にし、企業
アプリケーションおよびベンダーサポートを可能にすることによって、企業顧客に対する
加入者経験を拡張する。企業固有のサービスは、企業のヘルプデスクへの統合とともに提
供され得る。図６Ｃに示すように、上部６１０は使用可能なある企業の機能性を示し、こ
の場合は転送（Ｃａｌｌ　Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ）がオンになっている。中央部６１２に
よって、企業加入者は、サービスのためのデータ構成、音声オプションの構成、ヘルプま
たは「教えてください」トピックスのリストへのアクセス、および購入する項目／サービ
スのメニューへのアクセスが可能になる。下部６１４は企業加入者に電子メール、ボイス
メール、およびデータサービスサポートを提供する。したがって、画面の中央部６１２は
通信事業者関連であり、下部６１４は企業関連である（例えば、ボイスメールの実装の仕
方を加入者に教える）。
【００３３】
　概して、図６Ａ～６Ｃの画面に表示されたデータはネットワークシステムによって自動
的に最新の情報に更新され得るため、加入者は顧客ケアに電話、または特定のネットワー
クサイトにアクセスする必要がない。しかしながら、加入者が顧客ケアに電話をかけた場
合には、モバイルデバイスは関連データを自動的にコールセンターへ転送し、プレミアム
電話サービス、高度技術サービス、または請求部門などの関連グループへ接続することが
できる。加入者が迅速な対応に気づくよう、始めに音声アナウンスを流すことができる。
【００３４】
　図７Ａ～図７Ｃは加入者への自動更新伝達を表示するモバイルデバイス画面の例である
。図７Ａに示すように、モバイルデバイスディスプレイ４０４の上部７０２は、サービス
プロバイダの名前「Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ」を表示しているが、モバイルデバイス
がネットワーク境界を越えて移動すると、モバイルデバイス上のソフトウェアは新規ネッ
トワークからメッセージを受信する。モバイルデバイスが新規ネットワークサービスプロ
バイダ「ＭａｒｑｕｉｓＣｏｍ」から登録メッセージを受信すると、当該デバイスは新規
ネットワーク上での音声サービスの登録をし、図７Ｂの７０４に示すように新規ネットワ
ークの名前を上部に表示する。さらに、電話機は加入者のサービスプロバイダの好適なロ
ーミングパートナーから正しいアクセスポイント名（ＡＰＮ）を自動的に確立し、加入者
はデータアプリケーションへのアクセスを継続することができる。図７Ｃに示すように、
モバイルデバイスは、自動的に当該電話機のローカル時刻を変更し、モバイルデバイスの
アドレス帳／スピードダイヤルリスト内の電話番号に適切な国コードを追加するなどを申
し出ることができる。概して、モバイルデバイス上で動作するスクリプトはネットワーク
アベイラビリティおよび状態だけでなく、アプリケーションエラーに対して自動的に反応
するためのデバイス設定および構成を検出する。このようにして、モバイルデバイスは、
加入者アクティビティをキャプチャし、標準的な、コンテキストに応じたサービスを作成
するために組み合わせることができるスクリプト可能な機能を作成することができる。
【００３５】
　図８は、ネットワークアベイラビリティおよび状態における変化をモニターするための
適切なスクリプトまたはモバイルデバイスアプリケーションを介して、デバイス自体のア
クティブ診断モニタリングを実行するモバイルデバイスを説明している。加入者のモバイ
ルデバイス上のデバイスアプリケーションは、デバイス設定、構成、ネットワークアベイ
ラビリティ、およびネットワーク状態を自動的にモニターすることができる。図８の例に
おいて、モバイルデバイスはビデオサービスエリア外に移動しており、したがって加入者
はビデオを送信または受信することができない。しかしながら、モバイルデバイスは、音
声通話、テキストメッセージ、およびその他多くの低帯域幅アプリケーションは依然とし
て利用可能であることを示す通知を加入者に提供する。モバイルデバイスアプリケーショ
ンは、ディスプレイ４０４上に指示ダイアログ８０２を表示する。そのような加入者にと
って有用なメッセージは、ユーザがサービスエリア外でビデオを送信または受信しようと
した場合に、サポートセンターへの費用のかかる電話を回避することができる。
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【００３６】
　モバイルデバイスが新規ネットワークに入ると、モバイルデバイスは新規に入ったネッ
トワークとの接続成功を可能にし、モバイルデバイスの側面を自動的に再構成するため、
ネットワーク設定を自動的に再構成することができる。図９は、ネットワークＩＤに基づ
いてネットワークアクセス構成をローカルに選択する方法を説明している。この方法によ
り、セルタワーＩＤまたはワイヤレスアクセスポイント識別子に基づいたネットワークア
クセス構成設定の選択が可能になり、新規に入ったネットワークへの正しい接続が可能に
なる。この方法は、モバイルデバイスオペレータは自身の独自の通信事業者識別子をＧＳ
Ｍ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ；汎欧州ディジタル移動電話方式）ネットワークプロトコルの一部として伝送し、ネッ
トワークローミングの改良のためにその他のネットワークにも同様のプロトコルが用いら
れているという事実を利用したものである。多くのネットワークオペレータは相互接続さ
れていないため、加入者は正しくローミングすることができず、加入者のモバイルデバイ
ス上でデータサービスを適切に作動させるには加入者の介入が必要である。本発明の実施
形態では、ネットワークＩＤに基づいて正しい構成を選択し、モバイルデバイス自体に位
置するローカルデータベース内の正しい設定を調べることができる。ネットワークＩＤは
、データベースルックアップキーとして使用可能な国コード、キャリアＩＤ、およびセル
タワーを含むことができる。
【００３７】
　図９は、モバイルデバイスのためにネットワークＩＤを初期に読み出す方法：モバイル
デバイス内のローカル情報データベースからネットワークＩＤを読み出す（ブロック９０
２―方法１）；ネットワーク接続における変更を検出（ブロック９０４）し、データベー
スからネットワークＩＤを読み出す（ブロック９０６―方法２）；または、新規の情報を
検出し、この情報からネットワーク接続が変更されたことを判定する（ブロック９０８―
方法３）などを説明している。
【００３８】
　モバイルデバイスに関連するネットワークＩＤが判定されると、モバイルデバイスは、
当該デバイスが依然として同じネットワークＩＤに接続されているか、または当該デバイ
スがネットワークＩＤを変更したかをローカルに判定する（ブロック９１０）。モバイル
デバイスが依然として同じネットワークＩＤに接続されている場合、モバイルデバイスは
現行のネットワーク設定を使用し続ける（ブロック９１２）。モバイルデバイスが異なる
ネットワークＩＤに接続されている場合、モバイルデバイスは新規ネットワークＩＤに基
づいてローカルデータベースに問い合わせを行う（ブロック９１４）。モバイルデバイス
は、デバイスにおける設定を自動的に変更するため、モバイルデバイスに格納されている
構成設定データベースにアクセスすることができる（ブロック９１６）。モバイルデバイ
スは、ローカルに格納された構成設定データベースを更新するために、更新されたネット
ワークＩＤ（および構成設定）をネットワークからローカルに読み出すこともできる（ブ
ロック９１８）。
【００３９】
　データベースにおいてネットワークＩＤを調べた（ブロック９１４）後、モバイルデバ
イスは、ネットワークＩＤに基づいて新規ネットワーク構成設定がモバイルデバイス上で
ローカルに利用可能か否かを検証することができる（ブロック９２０）。新規ネットワー
ク構成設定がモバイルデバイス上でローカルに利用できない場合、加入者は、新規設定が
利用不可能であることを示すメッセージをモバイルデバイスから受信する（ブロック９２
２）ことができ、モバイルデバイスは現行の設定を使用し続ける（ブロック９２４）。し
かしながら、ネットワーク構成設定がモバイルデバイス上でローカルに利用可能である場
合、モバイルデバイスはネットワーク設定および構成を自動的に変更する（ブロック９２
６）ことができ、ユーザはモバイルデバイスの通常の使用を継続することができる（ブロ
ック９２８）。したがって、モバイルデバイスに格納されているローカルデータベースは
、複数のネットワークＩＤに関連する構成設定を含む。モバイルデバイスは新規に受信し
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たネットワークＩＤに基づいて新規構成を読み出し、ローカルデータベースから読み出し
た新規構成設定に基づいてモバイルデバイス上の設定を自動的に変更または更新する。代
替の実施形態において、モバイルデバイスはネットワークからネットワーク構成設定を読
み出すことができ、ローカルには格納しない。
【００４０】
　（ユーザ入力技術）
　データ画面をナビゲートする、もしくは望ましい機能をモバイルデバイスまたはリモー
トデバイス上で実行するための様々な方法を説明する。図１０は、モバイルデバイスのユ
ーザが望ましい機能またはアイコンもしくは画面間に片手で容易にナビゲートできるよう
にする技術を説明しており、これは特にスマートフォンまたはタッチスクリーンのない電
話機において有用となり得る。図１０に示すように、モバイルデバイスはデータ画面をナ
ビゲートするための機能ウィンドウ部分または「アクションリボン」１００２を表示する
。アクションリボン１００２（破線のボックス内に示す）は、ディスプレイ４０４上のど
こに位置してもよいし、画面の幅または高さ全体に広がってもよい。例えば、加入者は、
縦またはアクティブリボン部分の「焦点」以外にナビゲートまたはスクロールする、もし
くはそれに対して画面上のその他の領域にアクセスまたは変更するために、ジョイスティ
ック／４方向パッド（デバイス上の物理ボタン）など、モバイルデバイス上の標準入力ボ
タンを使用することができる。加入者がアクションリボン１００２にナビゲートした場合
、左右のジョイスティック／４方向パッド（デバイス上の物理ボタン）を使用して、アク
ティブリボン内のアイコンを選択または指示するために左右方向に移動させることができ
る。次いでユーザはジョイスティック／４方向パッド上にある中央の「アクション」ボタ
ンまたはスイッチを起動して、指示されたアイコンを選択または起動する。
【００４１】
　図１０に描写されている例において、アクションリボンは、電子メッセージ、文書処理
、表計算、数値計算、連絡、またはスケジュール管理アプリケーションなど、その他のア
プリケーションでも使用可能であるが、電子メール（Ｅメール）アプリケーションにおけ
る４つの共通機能に関連する４つのアイコンを含む。加入者は、選択した機能を実行する
ためにアクションアイコン１００４のうちの１つ、ここでは電子メールへの「全員へ返信
」を選択することができる。描写されているその他のアイコン１００６、１０１０、およ
び１００８は、それぞれ削除、返信および転送機能に相当する。
【００４２】
　モバイルデバイスは、複数の画面にナビゲートする際と同一の機能性（「スティッキー
アイコン」）の選択において加入者をアシストすることができる。例えば、加入者が「Ｘ
」アイコン１００６を指示またはハイライトし、中央のアクションボタンを選択または押
下して当該アイコンを選択し、現在の項目を削除した場合、表示される次の項目（例えば
、次の画面で）は、既にハイライトされた「Ｘ」アイコン１００６とともに表示され得る
。これは、１つのファイルが削除された際に選択されたデフォルトアイコンを有する通常
の方法とは対照的に、ハイライトされた、または「キューに入れられた」アイコンまたは
機能のない次の画面を表示する。このようにして、ナビゲーションを迅速化するために、
通常のナビゲーションに必要とされるキーストロークの数を削減することによって、アイ
コンを自動的に選択することができる。現在ハイライトされているアイコンは、薄い青な
どの特徴的な色で示される場合がある、代替の実施形態において、特定のアイコンがハイ
ライトされている場合（例えば、左側のＸアイコン１００６）、ジョイスティック／４方
向パッド上の左ボタンを選択すると、中央アクションボタンと同等の機能を有すると定義
されることになる。これにより、加入者は、前の画面に戻るために複数の「戻る」操作を
実行する、または連続する一連のＥメールを削除するなどの反復的な機能をより容易に実
行することが可能になる。
【００４３】
　図１１は、内蔵型顧客ケアボタンまたはメニューオプションを持つモバイルハンドセッ
トを説明している。顧客ケアボタンまたはメニューオプションにより、モバイルデバイス
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加入者は、「６１１」などの顧客サポート番号を覚える必要なく顧客サポートにアクセス
することが可能になる。また、顧客ケアボタンまたはメニューオプションにより、加入者
は顧客サポートへより速くアクセスすることが可能になる。
【００４４】
　図１１は、顧客サポートサービスを開始する３つの方法を説明している、一実施形態に
おいて、特定の機能、すなわち顧客ケアへのアクセスまたは関連機能を実行するために、
専用または特殊用途の顧客ケアボタンがモバイルデバイス上に設けられる。図示するよう
に、３つの異なるモバイルデバイス１１０２、１１０４および１１０６はそれぞれ専用顧
客ケアボタンを有するが、当該ボタンはそれぞれデバイスの前方、上端、および側面に位
置する。
【００４５】
　代替の実施形態において、モバイルデバイス上に現存する特殊用途ボタンまたはキーは
、押下し続けた場合に、１つ以上の顧客ケアオプションを含むメニューを開始および表示
するために第２の態様を有する場合がある。例えば、モバイルデバイス１１０８上の電源
ボタンを押下し続けることにより、当該ボタンは異なる機能を実行する、すなわち加入者
が１つ以上の顧客ケアメニュー項目を選択、または単に顧客ケア電話をかける／顧客ヘル
プ機能性を開始することができるようにするメニューを表示させることができる。第３の
実施形態において、通常は顧客ケア以外の機能を実行する共通ボタン（例えば、数字キー
）を、顧客ケア機能を実行するために使用することができる（モバイルデバイス１１１０
）。このデュアル機能を開始するための１つの方法は、「０」ボタンを押下し続けるなど
、共通ボタンを押下し続けることであろう。
【００４６】
　（結論）
　文脈上明らかに他の意味に解すべき場合を除き、明細書および特許請求の範囲全体を通
じて、「備える（包含する）」「備えている（包含している）」などの語は、排他的また
は網羅的な意味とは対照的に、包含的な意味、すなわち「を含むが、限定されない」とい
う意味で解釈すべきものである。本明細書で使用する場合、「接続された」「連結された
」またはそれらの用語、またはそれらの活用形は、直接的または間接的な、２つ以上の要
素の間における任意の接続または連結を意味し、要素間の接続の連結は物理的、論理的、
またはそれらの組み合わせであってよい。さらに、「本明細書において」「上記で」「以
下で」および同様の趣旨の語は、本出願にて使用する場合、本出願の任意の特定の部分で
はなく、本出願全体をいうものとする。文脈が許す限り、上記詳細な説明の中で単数形ま
たは複数形の数を使用する語は、それぞれ複数形または単数形の数も含むことができる。
「または」という語は、１つ以上の項目の列挙を参照する場合に、リスト中の項目のいず
れか、リスト中の項目のすべて、およびリスト中の項目の任意の組み合わせ、という解釈
すべてにわたるものである。
【００４７】
　本発明の実施形態の上記詳細な説明は、網羅的であったり、本発明を上記で開示した正
確な形態に限定したりすることを意図するものではない。本発明の特定の実施形態および
例を例示目的のために上記したが、当業者であれば認識するように、本発明の範囲内で様
々な同等の変更が可能である。例えば、プロセスまたはブロックは所定の順序で提示され
ているが、代替の実施形態では、ステップを有するルーチンを実行、またはブロックを有
するシステムを異なる順序で用いてもよく、一部のプロセスまたはブロックは削除、移動
、追加、分割、組み合わせ、および／または変更されてもよい。これらのプロセスまたは
ブロックのそれぞれは、多様な異なる手法で実装されることができる。また、プロセスま
たはブロックは連続して実行されているように同時に示されているが、これらのプロセス
またはブロックは代わりに並行して実行されてもよく、または異なる時間に実行されても
よい。
【００４８】
　本明細書において提供される発明の教示はその他のシステムに適用することが可能であ
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用を組み合わせて、さらなる実施形態を提供することができる。
【００４９】
　上記の特許および出願のすべて、ならびに付随の出願書類に列挙され得るいかなるもの
も含むその他の参考文献は、本明細書において参考として援用される。本発明の局面は、
必要に応じて、本発明のまたさらなる実施形態を提供するために記載した様々な参考文献
のシステム、機能、および概念を用いるように変更してもよい。
【００５０】
　上記の詳細な説明を踏まえて、本発明に対してこれらの、およびその他の変更がなされ
得る。上記の説明は本発明のある実施形態を詳述し、考えられる最良の態様を説明してい
るが、どんなに詳細な記述が上記に記載されようとも、本発明は多くの手法で実践され得
る。ローカルベースのサポートシステムの詳細は、本明細書において開示されている発明
によって依然として包括されているが、その実装の詳細において大幅に変化する場合があ
る。上述のように、本発明のある機能または局面を説明する際に使用される特定の技術は
、当該技術が関連する発明の特定の性質、機能、または局面のいずれかに限定されるもの
であると再定義されることを、当該技術が本明細書において示唆するものであると捉えら
れるべきではない。一般に、以下の特許請求の範囲で使用されている用語は、上記の詳細
な説明の項でそのような用語を明確に定義していない限り、本発明を本明細書にて開示さ
れている特定の実施形態に限定すると解釈されるべきではない。したがって、本発明の実
際の範囲は、開示されている実施形態だけでなく、特許請求の範囲のもとに発明を実践ま
たは実装する同等の手法すべてをも包括するものである。
【００５１】
　本発明のある局面をある請求項の形態で以下に提示しているが、発明者等は本発明の様
々な局面を任意の数の請求項の形態で考慮している。例えば、コンピュータ可読媒体にお
いて具現化されるものとして本発明の一局面のみが挙げられているが、その他の局面も同
様にコンピュータ可読媒体において具現化され得る。したがって、発明者等は、本発明の
その他の局面を表すそのようなさらなる請求項の形態を追求するために、本出願の提出後
さらに請求項を追加する権利を留保する。
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